
愛知県食の安全・安心推進協議会平成２５年度第２回会議 

 

平成２６年３月２７日（金） 

午後２時から３時３０分まで 

自治センター １２階 Ｅ会議室 

 

 

 

１ 議題 

平成２６年度あいち食の安全・安心推進アクションプランに係る行動計画について 

（資料５により事務局説明） 

《質疑応答等》 

 ○委員 

   アクション１８の学校における食育の指導の充実の中で、学校食育推進者養成講座を

希望制に変えられたということだが、子どもたちに対して小さいころからしっかり教

えていただきたいと思うので、そのような点について御理解いただきたい。 

 ⇒健康学習課 

  学校では担当者よりも管理職の食育に対する意識が重要であるということで、養成講座につ

いては、本年度から管理職も対象に加えている。希望制とはしたが、管理職に対して積極的な

参加の呼びかけをしていきたいと考えている。 

 ○委員 

  アクション２について。昨今、安城市の豚肉からＰＥＤが出ていると聞いているが、これの

経緯と処置についてお聞きしたい。あと、鳥インフルエンザの方も危機管理についてお聞きし

たい。 

 ⇒畜産課 

  豚の流行性下痢について。現在愛知県では６例発生している。現在、消毒ポイントを設けて、

交差汚染防止対策を講じているところ。生産者には、出荷自主規制をお願いしている。九州で

流行していたが、県内に入ってきた経路は調査中。流行性下痢は感染しやすいもののため、ま

ん延防止に全力をかけているところ。 

  また、鳥インフルエンザについて。平成２１年に鶉、平成２３年に鶏の発生を経験している。

農林事務所単位で鳥インフルエンザ防疫部会というものを設け、万一に備え毎年防疫演習等を

実施している。家畜伝染病予防法が平成２３年に改正され、生産者の方の飼養衛生管理基準が

厳格化され、生産者の方に家畜保健衛生所の職員が指導している。 

 ○会長 

  米のトレーサビリティの関係で三瀧フーズの件について。色々と経由して提供されていたか

と思うが、長期間にわたり見つからなかった問題は、業者が背に腹は代えられないと、ばれな

いようにしていたからだと思う。農政局のところかと思うが、米トレ法を的確に運営していて

も発覚しにくいところだと思うが、対策は何かしているか。 



 ⇒食育推進課 

  ＪＡＳ法を担当しており、表示という観点から調査している。年間８００店舗の小売店で表

示事項の調査をしている。国では買い上げを行いＤＮＡ検査や同位体検査をしている。それに

従い、県内の疑義案件については、愛知県が調査を行い、疑義内容の確認を行っているところ。 

 

２ 報告 

（１）ホテル、飲食店等のメニューにおける適正な表示の徹底について 

（資料６により事務局説明） 

《質疑応答等》 

○委員 

  まさにこの偽装問題は、事業者が大変な被害をこうむっている。国がゆっくりだが通知等を

出し、これに沿って県でも対応していただいているところかと思うが、はっきりしたことを早

く伝えていただきたいと思っている。 

  私ども事業者も明らかにおかしいと思うところも、利用者としてまだ見受けられる。これか

らに期待しているので、よろしくお願いする。 

 ⇒県民生活課 

  今の人数では立入（監視）調査が難しいところもあるので、情報提供等でお知らせいただい

たところから、調査に入り、疑義があれば指導する体制でいきたいと考えているので、よろし

くお願いしたい。 

 

（２）農薬（マラチオン）が検出された冷凍食品について 

（資料７により事務局説明） 

 《質疑応答等》 

 ○委員 

  このことについては、販売店に問い合わせが多く寄せられていたが、保健所が休日の相談体

制をとったことが非常に役立ったと聞いている。この場を借りてお礼申し上げる。 

  また、食品の表示についてだが、小売業としては食品表示に関連する法令の遵守を勤めてい

るが、複雑な法令のため不適正表示が発生してしまう可能性もある。新しい表示法については、

事業者にとっても消費者にとっても非常に大きいものと考えているので、早く分かりやすく伝

えていただきたいと思う。 

 ⇒生活衛生課 

  危機管理の点から休日の体制については、今後とも行っていきたいと思う。 

 ○委員 

  組合の中からも相談があったが、量が少なく検査が難しいと聞いていたが、検出されなくて

良かったと思う。 

  中国の餃子事件でもあった故意な容疑ということで、消費者である私たちに出来ることはな

いと思う。色々な雇用形態があるなかで、社員教育について何か対策があればお聞きしたい。 

 ⇒生活衛生課 



  契約社員であろうとなかろうと、食品事業者については、衛生的な知識があるもの基本的に

考え、監視等で指導させていただいているので、悪意の行為については指導の中で防ぐことが

難しいが、今後も立ち入りの際に指導等を行っていく。 

 

（３）食パンを原因とする大規模食中毒（ノロウイルス）の発生について 

（資料８により事務局説明） 

 《質疑応答等》 

  なし 

 

（４）愛知県海域の二枚貝の出荷自主規制について 

（資料９により事務局説明） 

 《質疑応答等》 

  なし 

 

４ その他 

  なし 

 

以上 


